
No.
推奨事業メ

ニュー
交付対象事業の名

称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業
始期

事業
終期

1
①食料品の物
価高騰に対す
る特別加算

物価高騰対策商品
券配布事業

①食料品価格高騰対策として、影響を受けた生活者を支援
するため、地域で活用できる商品券を発行する。
②住民登録されている者を対象として、１人あたり10,000円分
の商品券を発行、およびその事務に要する経費。
③鷹栖町地域消費活性化事業協議会へ補助金として支出す
る。
　・商品券分　10,000円×6,420人＝64,200千円
　・事務費　　3,880千円
　（内訳：消耗品199千円、委託料（封入作業）620千円、委託
料（事業実施に伴う臨時的職員雇用に伴う人件費）250千円、
印刷製本1,100千円、郵送料1,581千円、振込手数料130千
円）
④町民（住民登録されている者）

R8.1 R8.3

2
③消費下支え
等を通じた生
活者支援

地域消費活性化プ
レミアム付き商品券
発行事業

①エネルギー・食料品価格高騰対策として、影響を受けた生
活者を支援するため、地域で活用できるプレミアム商品券を
発行する。
②商品券のプレミアム率分および事務に要する経費。
　1冊あたり1,000円分の上乗せ
　5,000円→6,000円（20％相当）
　発行部数12,000冊
③実施主体である鷹栖町地域消費活性化事業協議会へ補
助金として支出
　・プレミアム分　1,000円×12,000冊＝12,000千円
　・事務費　　 2,000千円
　（内訳：消耗品100千円、委託料（事業実施に伴う臨時的職
員雇用に伴う人件費）200千円、印刷製本1,114千円、広告費
50千円、郵送料300千円、振込手数料200千円、コピー使用
料20千円、会場等借り上げ料16千円）
④町民

R7.4 R8.3

3

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

物価高騰対応重点
支援学校給食費軽
減事業

①エネルギー・食料品価格高騰に対応し、物価高騰に直面す
る子育て世帯を支援するため、教職員等を除く、町内小中学
校における学校給食費を支援する。
②食材高騰分を給食費に転嫁せずに町が負担することで、
子育て世帯を支援するための経費。年間の提供食数×１食
あたり単価に基づく金額に、物価上昇率を乗じた金額分を、
物価上昇の影響額として支援する。
③
支出科目は賄材料費。
年間提供食数×１食あたり単価（小学校255円、中学校300
円）×物価上昇率（令和6年9月　3.2％）
1,000千円
④小中学校児童の保護者

R7.4 R8.3
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②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

子育て世帯生活支
援特別給付金給付
事業（国Ｒ６補正分）

①エネルギー・食料品価格高騰に対応し、物価高騰に直面す
る子育て世帯を支援するため、子育て世帯への給付を実施
する。
②
基準日（令和７年11月１日）に、平成19年４月２日生まれ以降
の子どもがいる世帯に、対象となる子ども１人あたり10千円を
給付する。また、基準日以降、令和８年３月31日までに出生し
た子に対しても、１人あたり10千円を給付する。
③
給付金　970人×10千円＝9,700千円
事務費
・通信運搬費（郵送料）　130千円
事業費9,830千円のうち、国のＲ６補正分として2,400千円。
④町民

R7.11 R8.3

5

②エネル
ギー・食料品
価格等の物価
高騰に伴う子
育て世帯支援

子育て世帯生活支
援特別給付金給付
事業（国Ｒ７予備費
分）

①エネルギー・食料品価格高騰に対応し、物価高騰に直面す
る子育て世帯を支援するため、子育て世帯への給付を実施
する。
②
基準日（令和７年11月１日）に、平成19年４月２日生まれ以降
の子どもがいる世帯に、対象となる子ども１人あたり10千円を
給付する。また、基準日以降、令和８年３月31日までに出生し
た子に対しても、１人あたり10千円を給付する。
③
給付金　970人×10千円＝9,700千円
事務費
・通信運搬費（郵送料）　130千円
事業費9,830千円のうち、国のＲ７予備費分として7,430千円。
④町民

R7.11 R8.3

6
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

加工用トマト生産者
支援事業

①エネルギー・食料品価格高騰に対応し、農業用肥料や資材
等の価格高騰の影響を受けている農業者へ支援を行うこと
で、食材等の安定供給に資する。
②町の特産品であるトマトジュースの原料トマトを生産してい
る、鷹栖町内に住所がある農業者が、トマトジュースを加工す
る農業振興公社へ出荷した実績に応じて、１㎏あたり上限20
円を給付する事業費。
③
300,000㎏×20円＝6,000千円
④町内に住所を有する加工トマトの生産者

R7.4 R8.3

7

②物価高騰に
伴う低所得者
世帯・高齢者
世帯支援

住民税非課税世帯
等及び住民税均等
割のみ課税世帯給
付金（物価高騰対応
重点支援）)給付事
業

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③
・令和７年度住民税非課税世帯
810世帯×30千円＝24,300千円
・令和７年度住民税均等割のみ課税世帯
170世帯×30千円＝5,100千円
・家計急変により非課税世帯と同様の事情にある世帯
10世帯×30千円＝300千円
・事務費　476千円
（消耗品116千円、郵送料345千円、コピー使用料15千円）
④低所得世帯等

R8.1 R8.3
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⑦医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

医療・社会福祉施設
等物価高騰対策支
援事業

①物価高騰の影響により、電気代や食費等の負担が増加し
ており、かつサービス提供に伴う価格転嫁が困難な医療機関
及び社会福祉施設等に対して、当該事業を営む際の負担軽
減を図るため、支援金を給付する。
➁鷹栖町内に事業所を有する、医療関係、障がい関係、介護
関係、児童関係の施設に対して、支援金を給付する経費。
③　支援金　12,940千円
（内訳）
医療機関（８事業所）　1,100千円
障害関係（30事業所）　4,720千円
介護関係（10事業所）　5,420千円
児童関係（３事業所）　1,700千円
④鷹栖町内に事業所を有する医療関係、障がい関係、介護
関係、児童関係の施設

R8.1 R8.3

9

⑥中小企業・
小規模事業者
の賃上げ環境
整備

物価高騰対策中小
企業特別融資制度
利子補給金

①物価高騰の影響により負担が増加している町内事業者の
経営安定を図る。
②中小企業特別融資制度に基づく融資を受けている者に対
し、令和７年10 月１日から令和10 年３月31 日までの間にお
ける支払利息の補給割合の引上げ分について、交付金を充
当する。
③65件（見込）　2,700千円
④町内事業者

R7.10
R8.4以
降


